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介護保険制度の見直しは、基本理念に沿った形に具現化する必要があります。その

ためには、国の政策から、各分野でかかわる担当者・専門職、および高齢者一人ひと

りの具体的な介護まで、介護保険制度の本質を見失わないよう責任を持って取り組む

姿勢が必要です。

介護支援専門員の役割は、ケアマネジメントを通して多面的で自由度のある適切な

ケアを提供し、その方にとっての自立を支援することにあります。制度開始以来、私

たち介護支援専門員は、利用者に介護保険サービスやインフォ－マルサービスを繋ぎ、

さらに良質なケアマネジメントを実現するために地域に必要な資源の不足を埋める

役割も担ってきました。また、ケアマネジメントの評価は、書式や帳票が整えられて

いることやサービスの種類、数の結果のみで判断されることではありません。利用者

の代弁者で、地域を熟知している私たちは、これまでの経験を活かし、保険者である

市町村と力を合わせ、その地域に合った地域包括ケアシステムの構築を一緒に担って

いきたいと考えます。

介護保険制度の要として制度開始から生活および制度の運営を支えてきた介護支

援専門員は、現行制度における利用者支援においてなくてはならない存在となってい

ます。適切な支援を実現するために、公正中立なケアマネジメントを行うことのでき

る環境が整えられることを切に願っています。

以上のことから、次の意見を申し上げます。



2

１．居宅介護支援事業者の指定権限の市町村委譲は時期尚早である

保険者である市町村に居宅支援事業者の指定権限が付与されることにより、サービ

ス利用抑制や指導強化につながる可能性を危惧する。

平成１８年度改正において、包括的継続的ケアマネジメントの実現を目指して地域

包括支援センターが設置されたが、地域における介護支援専門員に対する支援には、

必ずしも十分に機能しているとは言いがたい状況であり、「介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）の資質向上と今後のあり方検討会」においても従来と同様に介護支援専門

員の資質について指摘を受ける要因の一つであったと言える。

市町村・地域包括支援センターの役割や機能が差異なく十分に発揮され、利用者の

状態像や生活像を勘案することよりも、単に給付の多寡により事業者が評価され、ケ

アマネジメントに制限がかかることないように十分な準備が必要である。

少なくとも保険者（市町村）がケアマネジメントの本質を適切に理解し、利用者に

とって必要なサービスが過不足なく適切に提供されるための国の研修等が行われた

上で、最短でも第 7期介護保険事業計画開始時期としていただきたい。

２．地域ケア会議が単なるケアプランチェックの場とならないようにしていただき

たい

地域ケア会議は、5 つの機能（個別課題解決・ネットワークの構築・地域課題の発

見・地域づくり、資源開発・政策形成）をもち、地域包括ケアシステムの実現に向け

ての有効なツールと考える。この中で、個別課題解決が単なる個別のケアプランチェ

ックや給付抑制に主眼が置かれないように、運営マニュアルや法の明確な位置づけを

お願いしたい。

ケアプランは、本人や家族、他職種との協働により、サービス担当者会議を経て合

議されたものである。地域ケア会議における個別ケースの課題分析等の得られた成果

により、プランの変更・修正が必要と思われる場合は、再度サービス担当者会議によ

る検討と同意という本来のケアマネジメントプロセスに沿って行うものである。

３．保険給付を伴うサービス提供にはケアマネジメントが必須である

包括的継続的ケアマネジメントの観点から、すべての利用者においてケアマネジメ

ントのプロセスを適正に行う必要がある。例え、福祉用具貸与等の単体のサービス利

用者であっても利用者自身や家族の力、インフォーマルサービス等が考慮されており、

また状態変化などのリスクについても適切かつ多角的なモニタリングが必要である。

よって、今回提案されている福祉用具貸与のみのケースのモニタリングについても介

護支援専門員が継続的に実施すべきである。
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４．介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件について

介護支援専門員の実務研修受講試験の受験要件の見直しについては賛同する。介護

支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会において、

介護支援専門員の資質向上の必要性が指摘されており、当協会においても研修改善等

に取り組んでいる。介護支援専門員の専門性を確保するうえで適切なものとなるよう

に配慮していただきたい。

５．介護支援専門員の質の向上について

現在、当協会において、厚生労働省より介護支援専門員研修改善事業を受託し、ガ

イドラインの作成等の事業を実施している。また、厚生労働省老人保健健康増進等事

業「主任介護支援専門員の研修制度に関する調査研究事業」を実施し、カリキュラム

の具体的な見直し等を行う中で、介護支援専門員の質の向上について取り組んでいる。

今後も、将来的な国家資格化も視野に入れた上での継続的な取り組みが必要である。

６．介護予防給付の地域支援事業への移行について

地域包括ケアシステムにおいて、きめ細やかな生活支援サービスが提供されること

は非常に重要なことであるが、介護予防給付の地域支援事業への移行については、市

町村による取り組み状況に差異が大きく、現場や利用者にも混乱が予測される。少な

くとも予防給付の財源がそのまま移行されること、市町村の自主財源が増えないこと、

ケアマネジメントが担保されること。これらを踏まえた上での段階的導入をすべきで

ある。

７．ケアマネジメント評価の見直しについて

インフォーマルなどの地域資源を積極的に活用することを促進していく観点から

も利用者支援にあたって、ケアプランの位置づけられたサービスがインフォーマルの

みであり、結果として給付管理が発生しない場合であっても介護支援専門員のケアマ

ネジメントを適切に評価する仕組みづくりの検討をお願いしたい。

８．介護支援専門員とケアマネジメントの公正中立性について

利用者本位で、自立支援に資するケアマネジメントを実践していく上では、介護支

援専門員の公正中立性の担保が不可欠である。介護サービス等の事業主体等によって

は、営利性が高く、その経営・運営上の意向や圧力等に左右されることも少なくない。

居宅介護支援事業所や介護支援専門員の公正中立性が確保され、利用者本位のケアマ

ネジメントが提供できる体制づくりをお願いしたい。

以 上


